
令和１年１０月１日 現在 

リンデンバウムいずみ ショートステイ 基本利用料金 

（日額：円）※特別に記載のあるものを除く。 

 算定項目 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

①生活介護費 

（１割負担額） 

従来型個室 

多 床 室 
４３８円 ５４５円 ５８６円 ６５４円 ７２４円 ７９２円 ８５９円 

②生活介護費 

加  算 

（１割負担額） 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ（イ） 
１８円 

介護福祉士の資格保有者を、配置基準を上回って配置することにより、安定的

な介護サービスの提供を行います 

機能訓練 

体制加算 
１２円 専任常勤の機能訓練指導員を配置しています 

看護体制 

加算Ⅰ 
４円 常勤の看護師を１名以上配置しています（介護予防を除く） 

看護体制 

加算Ⅱ 
８円 

看護職員を配置基準を上回って配置し、介護職員及び看護職員等における２４

時間の連絡及び対応体制を確保し、健康上の管理を行います（介護予防を除く） 

夜勤職員 

配置加算Ⅲ 
１５円 

夜勤を行う介護職員を、配置基準を上回って配置し、また夜勤時間帯を通じて

喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置しています（介護予防を除く） 

③食 費 

負担限度額 

第１段階   ３００円 

第２段階   ３９０円 

第３段階   ６５０円 

第４段階 １，３９２円 

④居住費 

負担限度額 

第１段階 従来型個室   ３２０円 多床室     ０円 

第２段階 従来型個室   ４２０円 多床室   ３７０円 

第３段階 従来型個室   ８２０円 多床室   ３７０円 

第４段階 従来型個室 １，１７１円 多床室   ８５５円 

従来型個室 

利用負担額合計 

（①＋②＋③＋④） 

第１段階 １，０８８円 １，１９５円 １，２６３円 １，３３１円 １，４０１円 １，４６９円 １，５３６円 

第２段階 １，２７８円 １，３８５円 １，４５３円 １，５２１円 １，５９１円 １，６５９円 １，７２６円 

第３段階 １，９３８円 ２，０４５円 ２，１１３円 ２，１８１円 ２，２５１円 ２，３２９円 ２，３８６円 

第４段階 ３，０３１円 ３，１３８円 ３，２０６円 ３，２７６円 ３，３４４円 ３，４１２円 ３，４７９円 

多 床 室 

利用負担額合計 

（①＋②＋③＋④） 

第１段階 ７６８円 ８７５円 ９４３円 １，０１１円 １，０８１円 １，１４９円 １，２１６円 

第２段階 １，２２８円 １，３３５円 １，４０３円 １，４７１円 １，５４１円 １，６０９円 １，６７６円 

第３段階 １，４８８円 １，５９５円 １，６６３円 １，７３１円 １，８０１円 １，８６９円 １，９３６円 

第４段階 ２，７１５円 ２，８２２円 ２，８９０円 ２，９５８円 ３，０２８円 ３，０９６円 ３，１６３円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

介護サービスに従事する介護職員の処遇改善に充てることを目的とします 

月額施設サービス費（食費及び滞在費を除く）に８．３％を乗じた金額 

介護職員等特定 

処遇改善加算Ⅰ 

リーダー層の介護福祉士等の処遇改善に充てることを目的とします 

月額施設サービス費（食費及び滞在費を除く）に２．７％を乗じた金額 

 ※食費については、朝食３８０円・昼食５１２円・夕食５００円となり、各限度額を超えた場合は上記金額の請求になります 

○その他加算料金 （利用する方の状況等によって加算させていただきます） 
・送迎加算（片道）    １８４円：施設車両での送迎介助を行った場合 

・療養食加算         ８円：医師の発行する食事箋に基づき、療養食を提供した場合（１回につき、１日３回まで） 
・医療連携強化加算     ５８円：重度（喀痰吸引や経管栄養等）利用者の受入にあたり、必要な医療体制を確保した場合 

・緊急短期入所受入加算   ９０円：計画的に行うこととなっていない緊急的な受入を行った場合 

・長期利用者に対する減算 ▲３０円：連続３０日を超える利用を行った場合、基本報酬から左記の減算を行う 

○その他の日常生活費（実費）          ※オムツ代は、生活介護費（介護予防を含む）に含まれます 

電気代（テレビなどの個人家電製品）、理容代など 
 

※食費及び居住費（滞在費）の負担限度額の段階について 

第１段階：世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、または生活保護を受給している方など 

第２段階：世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間８０万円以下の方など 

第３段階：世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間８０万円を超える方など 

第４段階：上記以外の方（本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方、及び別世帯の課税者である 

配偶者を含みます）。資産要件で預貯金 1,000 万円超（夫婦世帯の場合 2,000 万円超）等を保有する方など 


